
（日本の近代土木遺産上田池ダム堰堤）

平成30年9月号







平成30年10月2日（火）

平成 30年 11月12日（月）

平成 30年 12月10日（月）

平成 31年   1 月 15 日（火）

平成 31年   2 月 12日（火）

平成 31年   3 月 11 日（月）

洲本市役所本庁舎4 階会議室

淡路市役所 1号館 2 階大会議室

南あわじ市役所第2 別館3階多目的ホール

 9 :00~12:00
  (受付は11:30まで)

















　行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の
繁栄進歩に貢献することを使命とする。

1.  行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

2.  行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

3.  行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

4.  行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

5.  行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

 

行政書士倫理網領
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発行人 / 井筒 好信

編集委員 / 三木 秋穂

発行者 / 兵庫県行政書士会 淡路支部

〒656-2132  淡路市志筑新島6番地の22
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